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令和３年瀬戸市議会３月定例会提出予定議案等の概要  

 

１ 条例及び単行議案関係  

第１号議案  市有財産（土地）の売払いについて  

担当課・係名  政策推進課 公共施設マネジメント係  

１ 議案提出の理由  

  市有財産（土地）を売り払うに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 土地の所在、地目及び面積  

所  在 地  目 登記面積（㎡）  

広之田町     ５１番４  山  林 １，３３６    

        ６５番２  田 ２５５    

        ６６番１ 山  林 １２８    

上品野町   １３３７番３  山  林 ２．０５  

      １３３９番３  山  林 ５３７    

      １３４０番１  山  林 ６８    

      １３４５番２ 山  林 ２，６３４  

      １３４７番１  山  林 ９８１    

合   計 ５，９４１．０５  

 ⑵ 売払方法  随意契約（先着順売払い）  

⑶ 売払価額  ２４，６６０，０００円  

 ⑷ 売 払 先  瀬戸市窯町４８４番地の３  

         藤喜運輸株式会社  

 

 

３ 議案提出に係る根拠法令  

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第３条  
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４ 議案提出に伴う影響、効果等  

 ⑴ 市有地の有効活用を図るため。  

 ⑵ 位置図  
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第２号議案  瀬戸市職員定数条例の一部改正について  

担当課・係名  人事課 人事給与係  

１ 条例改正の理由  

  地方自治法に基づき派遣する職員を定数外の職員として規定する

に当たり、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

 ⑴ 主な内容  

条例第２条第３項第１号に規定する職員定数の定数外とする職

員を次のとおりとする。  

ア 他の普通地方公共団体等へ派遣する職員  

イ 地方公共団体の組合へ派遣する職員  

   ※  派遣先を羅列する規定から地方自治法の規定によることとした。  

 ⑵ 施行期日等  

   公布の日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７第１項

及び第２９２条  
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第３号議案  瀬戸市火災予防条例の一部改正について  

担当課・係名  消防課 予防グループ  

１ 条例改正の理由  

  対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取

扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正等に

伴い、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

 ⑴ 主な内容  

  ア 対象火気設備等のうち急速充電設備の全出力の上限を５０キ

ロワットから２００キロワットに拡大する。  

  イ  急速充電設備の全出力の上限の拡大に伴い、その設置に関

し、火災予防上必要な措置を定める。  

  ウ 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。）

を設置しようとする者は、あらかじめ消防長へ届出を要するこ

ととする。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を令和３年４月１日と

し、所要の経過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

  対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取

扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令（平成１４年総

務省令第２４号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  改正の背景  

  電気自動車ユーザーの走行距離の延伸ニーズの増加又は搭載され

る電池の低価格化に伴い、大容量の電池を搭載した電気自動車の開

発が進められており、それに関連して高電圧・大電流化した急速充

電設備の普及も加速すると考えられる。  

現在の条例で火災予防上必要な防火安全対策の対象にしている急

速充電設備は、２０－５０キロワットのものであり、それを超える

ものについては変電設備の規定が適用となり、電気自動車の運転手

自らが充電できない等、使用実態と合わない事態が生じるおそれが

ある。  

条例において火災予防上必要な措置を定めることにより、設備の

安全性を確保し、安全に使用することができることとなる。  
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第４号議案  瀬戸市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及

び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につい

て  

担当課・係名  社会福祉課 福祉係  

保育課 保育係  

１ 条例改正の理由  

  瀬戸市障害者手当支給事業及び瀬戸市私立幼稚園就園奨励費補助

事業が終了したことに伴い、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

特定個人情報を利用する事務のうちから次に掲げる事務を削

る。  

ア 瀬戸市障害者手当の支給に関する事務（令和２年１０月１日

終了）  

イ 瀬戸市私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務（令

和元年１０月１日終了）  

 ⑵ 施行期日等  

公布の日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年法律第２７号）第９条第２項  
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第５号議案  瀬戸市子どもの今・未来応援基金条例の制定について  

担当課・係名  こども未来課 こども福祉係  

１ 条例制定の理由  

  子ども及び若者がそれぞれの夢又は自立に向かって健やかに育つ

ことができるための施策を推進するため、瀬戸市子どもの今・未来

応援基金を設置するに当たり、基金の管理に関する手続等を定める

ため、条例を制定するもの  

２ 条例制定の概要  

⑴ 主な内容  

 ア 基金として積み立てる額は、毎会計年度予算で定める。  

 イ  基金は、児童の権利に関する条約の精神、児童の福祉を保障

するための原理及び子ども・若者育成支援の基本理念にのっと

り、一人一人の子ども及び若者が、切れ目のない支援を受ける

ことで、それぞれの夢又は自立に向かって健やかに育つことが

できるための施策の財源に充てる場合に限り、これを処分する

ことができる。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を規定し、施行期日を公布の日とする。  

３ 条例制定に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条  

４ 条例制定に伴う影響、効果等  

 令和２年３月に策定した瀬戸市子ども総合計画において、この基

金の設置を掲げており、当該基金を財源として活用することによ

り、子ども及び若者が、それぞれの夢又は自立に向かって健やかに

育つことができるための施策を実施することを目指す。  
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第６号議案  瀬戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について  

担当課・係名  保育課 保育係  

１ 条例改正の理由  

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令）

に準じて、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

 ⑴ 主な内容  

 ア  市長が、児童に対し家庭的保育事業者等による保育が終了し

た後においても引き続き教育又は保育が受けられる措置を講じ

ている場合は、当該家庭的保育事業者等は、連携施設の確保を

不要とすることができることとする。  

 イ  居宅訪問型保育事業者が保育を提供する場合として、保護者

の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由に

より家庭において乳幼児を養育することが困難な場合を加え

る。  

 ⑵ 施行期日等  

公布の日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生

労働省令第６１号）第６条及び第３７条  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

 （２⑴アについて）  

家庭的保育事業者等において、卒園後の受入先確保のための連携

施設の確保が困難な状況であるため、国の基準が改正され、市長が

次の保育所に優先的に入所できる等引き続き教育又は保育が受けら

れる措置を講じている場合は、連携施設の確保が不要とされた。本

市の状況も同様であるので、基準に準じて条例を改正する。  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 8 - 

第７号議案  市有財産（土地及び建物）の貸付について  

担当課・係名  保育課 保育係  

１ 議案提出の理由  

  アートチャイルドケア瀬戸幡山西保育園の保育事業を引き続き民

間事業者が実施することに伴い、その土地を無償で、及びその建物

の貸付料を減額して貸し付けるに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 無償貸付をする財産  

  土地  

   所 在 地 瀬戸市西本地町１丁目１１０番１  外１筆  

   合 計 面 積 ２，４５６．１５平方メートル  

 ⑵ 減額貸付をする財産  

   建物  

    名   称 アートチャイルドケア瀬戸幡山西保育園  

    所 在 地 瀬戸市西本地町１丁目１１０番地の１  

    構   造 鉄骨造２階建て  

    延べ床面積 １，１６７．２４平方メートル  

          内訳  

           本館 １，１４４．８６平方メートル  

           屋外倉庫  ２２．３８平方メートル  

    貸 付 料 月額１８０，０００円  

 ⑶ 貸 付 の 目 的 民間事業者が引き続き保育事業を実施するため  

 ⑷ 貸付の相手方 大阪府大東市泉町２丁目１４番１１号  

アートチャイルドケア株式会社  

⑸ 貸付期間  

  ア 土 地  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

  イ 建 物  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  

３ 議案提出に係る根拠法令  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号  
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第８号議案  交通事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について  

担当課・係名  健康課 成人保健係  

１ 議案提出の理由  

  本市が当事者である交通事故に係る損害賠償の額を決定し、及び

和解するに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 事故の概要  

令和２年７月２７日汗干町地内交差点において、健康課の軽貨

物自動車が市道を青信号で西進中、南進してきた相手方小型乗用

自動車に衝突され、同課の車両が損傷した物損事故  

 ⑵ 損傷の状況  

   右側面及び左側面の損傷による廃車  

 ⑶ 損害賠償の額  

   ７４０，８８０円（車両時価額及びレッカー費用）  

 ⑷ 和解の要旨  

ア 相手方は、本市に対し、本件事故に係る損害賠償として上記

⑶の金額を支払う。  

イ 本市と相手方は、本件事故に基づく損害に関し、本和解に定

めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認す

る。  

３ 議案提出に係る根拠法令  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号

及び第１３号  
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第９号議案  瀬戸市子ども医療費助成条例の一部改正について  

担当課・係名  国保年金課 医療福祉係  

１ 条例改正の理由  

  子育て世帯の医療費の負担を軽減することにより、子どもの福祉

の増進を図るため、入院医療費助成の対象年齢を引き上げるに当た

り、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

改正前  

対   象   者  助成内容  

出生の日から１５歳に達する日以後の最

初の３月３１日までにある者  
通院・入院  

 

改正後  

対   象   者  助成内容  

出生の日から１５歳に達する日以後の最

初の３月３１日までにある者  

（現行と同じ）  

通院・入院  

１５歳に達する日以後の最初の４月１日

から１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までにある者（新規）  

入院のみ  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を令和３年４月１日と

し、所要の経過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  子育て世帯の医療費の負担を軽減することにより、子どもの福祉

の増進を図ることができる。  

（参考）  

⑴  中学生の入院に係る医療費助成額等実績  

    平成３０年度  １２３件  １３，６９６千円  

令和元年度   １２４件   ９，５９４千円  

  ⑵  令和３年度予算見込み   ９，５００千円程度  

⑶  県内３８市の実施状況調査結果（令和２年１０月１日現在）  

    高校生まで（入院のみ）  １２市  

    高校生まで（入通院）    ５市  

    大学生等まで（入院のみ）  ３市  
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第１０号議案  瀬戸市国民健康保険条例の一部改正について  

担当課・係名  国保年金課 保険料係  

１ 条例改正の理由  

  国民健康保険法施行令の一部改正等に伴い、条例中所要の事項を

改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

 ア  一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定に、低未利

用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除を加える。  

 イ  個人住民税の計算方法の見直しに伴い、軽減判定所得の基準

額の算定式を見直す。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を令和３年４月１日と

し、所要の経過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

⑴ 国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）  

⑵ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

 （２⑴イについて）   

低所得者の世帯に対する軽減措置において、給与所得控除と公的

年金等控除が適用される複数の被保険者が属している世帯について

は、軽減判定所得の基準額の算定式を見直し、個人住民税の計算方

法の見直しに伴う影響を遮断し、当該見直し前と同様の水準で軽減

判定が行えるようにする。  
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第１１号議案  瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について  

担当課・係名  都市計画課 建築指導係  

１ 条例改正の理由  

  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正等に

伴い、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

ア  新たに建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手数料の

額を定める。  

※  建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象が、２，０００平

方メートル以上の非住宅建築物から３００平方メートル以上の非

住宅建築物に拡大されることに伴い、本市においても適合性判定

に係る事務を行うこととなる。  

※  手数料の額は、同一事務を行う愛知県と同額とする。  

 イ  低炭素化のための建築物の新築等の計画認定等に係る手数料

の額を、建築物エネルギー消費性能向上計画認定等に係る手数

料の額に合わせ改定する。  

   ※  国土交通省の手数料の設定に係る見解による見直し。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を令和３年４月１日と

し、所要の経過措置を設ける。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

⑴ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年

法律第５３号）  

⑵ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平

成２８年国土交通省令第５号）  

⑶  都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４

号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  法令の改正等に伴い必要となる手数料の規定の整備又は整理を行

い、事務の適正化を図る。  
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第１２号議案  名古屋都市計画八床工業用地地区計画の区域内におけ

る建築物の制限に関する条例の制定について  

担当課・係名  都市計画課 計画係  

１ 条例制定の理由  

  名古屋都市計画八床工業用地地区計画の区域内において、周辺の

自然環境と調和した緑豊かな工業地の形成を図るため、建築物の制

限に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するもの  

２ 条例制定の概要  

 ⑴ 主な内容  

    地区計画の区域内で建築してはならない建築物は、次に掲げる

建築物以外の建築物とする（例外規定あり。）。  

ア 製造業に属する工場及びそれに関連する研究開発施設  

       ※  製造業：統計法に規定する統計基準である日本標準産業分

類に掲げる大分類Ｅに属するもの。  

イ 物流施設  

   ※  流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定す

る流通業務の用に供するもの。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を規定し、施行期日を名古屋都市計画八床工

業用地地区計画に係る都市計画法第２０条第１項の規定に基づく

告示の日とする（令和３年４月１日予定）。  

３ 条例制定に係る根拠法令  

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６８条の２第１項  

４ 条例制定に伴う影響、効果等  

建築物の用途の制限を行うことで、周辺の自然環境と調和した緑

豊かな工業地を形成することができる。  
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第１３号議案  倒木による物損事故に係る損害賠償の額の決定及び和

解について  

担当課・係名  建設課 公園緑地係  

１ 議案提出の理由  

  本市が当事者である倒木による物損事故に係る損害賠償の額を決

定し、及び和解するに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

 ⑴ 事故の概要  

   令和２年１１月２１日原山台８丁目地内において、相手方軽乗

用自動車が市道を走行中、隣接する市管理地である緑地の樹木が

倒れ、当該車両が損傷した物損事故  

 ⑵ 損傷の状況  

   ルーフ、フロントガラス、右前方ピラー及び左側面の損傷  

 ⑶ 損害賠償の額  

   ６０５，１００円  

 ⑷ 和解の要旨  

  ア 本市と相手方は、本件事故に係る損害が上記⑶の金額である

こと及び同金員は全て本市において支払済みであることを認め

る。  

  イ 本市と相手方は、本件事故に基づく損害に関し、本和解に定

めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認す

る。  

３ 議案提出に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号

及び第１３号  
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第１４号議案  瀬戸市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部改

正について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 条例改正の理由  

  道路構造令の一部改正に伴い、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

 ア 交通安全施設として、新たに自動運行補助施設を加える。  

    ※  交通安全施設：交通事故の防止を図るため必要がある場合に

設ける施設（横断歩道橋等）  

※  自動運行補助施設：自動運行車の安全な運行を、道路インフ

ラ側から位置の補正などによって補助する施設（磁気マーカー

等）（道路法が改正され、道路の附属物として位置付けられ

た。）  

 イ  条例中に引用している道路構造令第４１条（都道府県道及び

市町村道の構造の一般的技術的基準等）が同令第４２条となる

ことから、条例中の該当条文を改める。  

   ※  条例の内容に変更は生じない。  

ウ 新たに歩行者利便増進道路の構造に係る規定を設ける。  

※  歩行者利便増進道路：賑わいのある歩行者中心の道路空間を

構築するため、歩行者が安心・快適に通行・滞留できる空間が

整備され、占用を柔軟に認められる道路（道路法が改正され、

創設された。）  

 ⑵ 施行期日等  

   公布の日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

道路構造令（昭和４５年政令第３２０号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

  改正の背景  

   道路法の一部が改正され、制度運用に必要な基準等を定める関係

政令も改正された。関係政令には、道路管理者である地方公共団体

の条例で都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準を定めるに当

たって参酌すべき一般的技術的基準を定めている道路構造令が含ま

れていることから、条例改正の必要が生じたもの。  
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第１５号議案  市道路線の認定について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 議案の概要  

  市道路線について、下陣屋１２号線始め１０３路線を認定するも

の  

２ 議案の内容  

  市のホームページで公開している「瀬戸市認定路線網図情報提供

サービス」の改良作業の過程において、市全体の路線認定の状況を

把握することができた。これにより市道認定基準を定めることが可

能となり、この基準に従い市道路線の認定（議案のうち１０２路

線）を行う。  

 （参考）瀬戸市道認定基準（抜粋）  

   （基準）  

  第２条 市道に認定する道路は、次に掲げる要件を全て満たすも

のとする。  

⑴ 一般の交通の用に供する道路であること。  

⑵ 権原 (所有権その他の権利をいう。この号において同じ。 )

のある道路又は将来権原を取得できる見込みのある道路であ

ること。  

⑶ 幅員４．０メートル以上の道路であること。  

⑷ 道路の起点及び終点が国道、県道又は市道と連絡している

道路であること。 

(特例 ) 

第３条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当す

る道路については、市道として認定することができる。  

⑴ 市が管理する公共施設に連絡する道路  

⑵ 国、県その他の公共機関から管理を引き継ぐ道路  

⑶ 土地区画整理法 (昭和２９年法律第１１９号 )、土地改良法

(昭和２４年法律第１９５号 )又は都市計画法 (昭和４３年法

律第１００号 )の規定に基づく行為で築造された道路であっ

て、市に帰属されたもの  

⑷ 歩道、自転車道又は自転車歩行者道として築造された道路  

⑸ その他市長が特に認定を必要とする道路  
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第１６号議案  市道路線の変更について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 議案の概要  

  市道下陣屋小金線始め９路線の起点又は終点を変更するもの  

 

２ 議案の内容  

  第１５号議案と同様の基準により、市道路線の変更を行う。  

 

 

 

２ 予算関係  

 

 第１７号議案 令和２年度瀬戸市一般会計補正予算（第１６号）  

 

第１８号議案  令和２年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計補正予算（  

第４号）  

 

 第１９号議案 令和２年度瀬戸市春雨墓苑事業特別会計補正予算（第２  

号）  

 

第２０号議案  令和２年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正予算（第７  

号）  

 

第２１号議案  令和２年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

４号）  

 

第２２号議案  令和２年度瀬戸市下水道事業会計補正予算（第２号）  

 

 第２３号議案 令和３年度瀬戸市一般会計予算  

 

 第２４号議案 令和３年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計予算  

 

 第２５号議案 令和３年度瀬戸市春雨墓苑事業特別会計予算  

 

 第２６号議案 令和３年度瀬戸市介護保険事業特別会計予算  

 

 第２７号議案 令和３年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計予算  

 

 第２８号議案 令和３年度瀬戸市水道事業会計予算  
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 第２９号議案 令和３年度瀬戸市下水道事業会計予算  

 

 

３ 承認関係  

  

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき行った専決処分につい

て、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるもの  

 

承認第１号 令和２年度瀬戸市一般会計補正予算（第１５号）  

（財政課財政係）  

   新型コロナウイルスワクチン接種のため、令和２年度瀬戸市一般会

計補正予算の専決処分を行ったもの。  

 

 

４ 人事関係  

 

 同意第１号 瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の選任について（行政委

員会事務局）  

   瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の任期満了（令和３年３月３１日）に

伴うもの  

 

 

５ 報告関係  

 

報告第１号 専決処分の報告について  

   地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会から市長の専決処分

事項として指定を受けた損害賠償の額の決定及び和解の専決処分について、

同条第２項の規定により議会に報告するもの  

 専決年月日  事 故 の 概 要 
損害賠償の額及び  

和解の内容  

１ 
令 和 ２ 年 

１１月１１日 

令和２年５月２９日瀬戸市福祉保健セ

ンターにおいて、予防接種を実施中、器

具を皮膚から離す際、相手方が左上腕部

に傷を負った事故  

瀬戸市は、相手方

に対し、金１３，２

５６円を支払う。  

２ 
令 和 ２ 年  

１２月 ２日 

令和２年１１月１２日南山中学校にお

いて用務員が草刈り作業中、学校横の市

道を走行していた相手方小型乗用自動車

の後部窓ガラスに小石が当たり、当該車

両が損傷した物損事故  

瀬戸市は、相手方

に対し、金６３，５

０３円を支払う。  
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参考資料第１２号議案 

名古屋都市計画八床工業用地地区計画の概要 

 

名  称 八床工業用地地区計画 

位  置 瀬戸市八床町の一部 

面  積  約２５．４ｈａ   

地区計画の目標 

当地区では、交通利便性に優れたゴルフ場跡地

という既存ストックの有効利用を図りつつ、地区

計画を定めることにより、周辺の自然環境と調和

した緑豊かな工業地の形成を図ることを目標とす

る。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用の方針 

周辺の自然環境と調和し、生産拠点として良好

な工業地の環境を維持、保全するため、建築物等の

規制・誘導を図る。 

地区施設の 

整備の方針 

優良な工業地を形成するため、造成事業により

整備される緑地、調整池機能が損なわないよう維

持・保全を図る。 

建築物の 

整備の方針 

土地利用の方針に従い、良好な工業地としての

環境を形成するため、建築物の用途の制限、建築物

の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、

建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制

限を定める。 

その他当該地区の 

整備・開発及び 

保全に関する方針 

緑豊かな工業地の環境の向上及び周辺の自然環

境との調和を図るため、周辺に配慮した緩衝緑地

帯を配置する。 
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参考資料第１２号議案 

地

区

整

備

計

画 

建

築

物

に

関

す

る

事

項 

建築物の 

用途の制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は建築しては

ならない。 

１ 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第

９項に規定する統計基準である日本標準産業

分類に掲げる大分類Ｅ－製造業に属する工場

及びそれに関連する研究開発施設 

２ 物流施設（流通業務の総合化及び効率化の

促進に関する法律（平成１７年法律第８５号）

第２条第１号に規定する流通業務の用に供す

るものをいう。） 

建築物の容積率

の最高限度 
２０／１０ 

建築物の建蔽率

の最高限度 
６／１０ 

建築物の 

敷地面積の 

最低限度 

３，０００㎡ 

壁面の位置の 

制限 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷

地境界線までの距離（以下「後退距離」という。）

は、４ｍ以上でなければならない。 

ただし、管理（守衛）室、自転車置場その他こ

れらに類する用途に供し、軒の高さが３ｍ以下、

かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積

の合計が 1５㎡以下であるものを除く。 

土地の利用に 

関する事項 

地区施設の緑地は、その用途以外に利用して

はならない。また、地区施設の緑地の木竹は、

伐採してはならない。ただし、次に掲げる行為

はこの限りでない。 

１ 非常災害のため必要な応急措置として行う

行為 

２ 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通

常行われる木竹の伐採 

３ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 

４ 仮植した木竹の伐採 

５ 測量、実地調査又は施設の保守の支障とな

る木竹の伐採 

「区域は計画図表示のとおり」 
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参考資料第１７号～第２２号議案

１　予算概要 （単位：千円）

① ②

①「その他」の説明 ②「一般財源」の説明

  ・分担金及び負担金 　・市税

  ・使用料及び手数料 　・地方譲与税等

  ・財産収入 　・地方交付税

  ・寄附金 　・使用料及び手数料

  ・繰入金 　・財産収入

  ・諸収入 　・繰入金

　・繰越金

　・諸収入

２　一般会計
(1) 主な内容 （単位：千円）

財政調整基金積立金

公共施設等整備基金積立金

職員退職手当

上記のほか、執行状況等による補正

(2) 継続費の変更

小中一貫校整備事業

(3) 繰越明許費の変更及び追加

道路維持管理事業　外

(4) 地方債の変更

非常照明用電源設備更新　外

３　特別会計
(1) 国民健康保険事業特別会計

執行状況による補正を行うもの。

(2) 春雨墓苑事業特別会計

執行状況による補正を行うもの。

(3) 介護保険事業特別会計

執行状況による補正を行うもの。

(4) 後期高齢者医療特別会計

執行状況による補正を行うもの。

４　企業会計
(1) 下水道事業会計

執行状況による補正を行うもの。

事　　業　　名
そ の 他 一般財源

13,466

▲ 95,069 ▲ 1,520,512

599

614

799,563

補 正 額

813,029

599

57,035

財　　源　　内　　訳

市　債

100,287

国・県支出金

基金運用利息を積み立てるもの。
（令和２年度末の基金残高見込：2,912,733千円）

総 務 費

令和元年度決算剰余金の一部及び寄附金等を積み立てるもの。
（令和２年度末の基金残高見込：3,287,238千円）

区　　分 目　的　及　び　内　容

対象者の人数増加に伴い増額するもの。56,421

796,939

▲ 28,805

▲ 73,120 31,557

3,731 ▲ 112

31,624 9,735

▲ 202,868 ▲ 281,303

▲ 868,045 89,030,417 120.7%

▲ 16,000 ▲ 14,801

4,245,641 －

合　　　計 71,217,221 17,660,597 52,312 1,215,515 ▲ 21,300 ▲ 273,858

下 水 道 事 業 4,306,325 5,491 ▲ 66,175 ▲ 2,239 ▲ 43,800 ▲ 327 ▲ 19,809

4,340,523 121.6%

▲ 327 ▲ 19,809 8,586,164 240.5%

水 道 事 業 4,147,896 192,627

企　 業　 会　 計 8,454,221 198,118 ▲ 66,175 ▲ 2,239 ▲ 43,800

▲ 13,862 2,117,846 112.4%後 期 高 齢 者 医 療 2,125,000 6,708 ▲ 13,862

92,007 143,501 10,643,397 99.5%介 護 保 険 事 業 10,133,000 155,304 355,093 119,585

31,511 102.0%春 雨 墓 苑 事 業 31,000 511 0

26 15,565 11,760,793 96.6%国民健康保険事業 11,734,000 11,202 15,591

78,171 159,066 24,553,547 89.2%

▲ 351,702 ▲ 1,007,302 55,890,706 130.9%

特　 別　 会　 計 24,023,000 173,725 356,822 119,585

一　 般　 会　 計 38,740,000 17,288,754 ▲ 238,335 1,098,169 22,500100,287

A B D 国・県支出金 市　　債 そ　の　他 一般財源 A+B+C+D

２月補正

令和２年度　　３月補正予算（案）概要

当　　初
３月補正から
１２月補正
(追加)まで

３月補正 D　　の　　財　　源　　内　　訳 補正後予算額
対前年同期比

C

－22－　　　　　　　.
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補 正 予 算 専 決 処 分 

 

総 額 １００，２８７千円 

 

※ 新型コロナウイルスワクチン接種のため 

  

  

歳  入                   歳  出 

 

１５款 国庫支出金              ４款 衛生費 

 １項 国庫負担金  ８，８２１千円     １項 保健衛生費 １００，２８７千円 

  ２項 国庫補助金 ９１，４６６千円 

                 歳出の内訳（単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  債務負担行為 

 

□ 事 項 □ □ 期 間 □ □ 限 度 額 □ 

  千円 

新型コロナウイルスワクチン接種関連業務委託 令 和 ３ 年 度 ６７０，０００ 

 

11 需 用 費 ３，９７０ 

12 役 務 費 ４，３０９ 

13 委 託 料 ９０，２６８ 

14 使用料及び 

  賃 借 料 
９６０ 

18 備品購入費 ７８０ 

計 １００，２８７ 



参考資料人事関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　髙明 H25.10.1 H29.10.1 R3.9.30

小澤　慎太郎 R2.10.1 R2.10.1 R6.9.30

竹川　典子 R2.10.1 R2.10.1 R6.9.30

中根　志保 H30.10.1 H30.10.1 R4.9.30

青山　貴彦 R1.10.1 R1.10.1 R5.9.30

田中　直美 R1.10.1 R1.10.1 R5.9.30

公平委員会委員（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

日比　剛 H22.12.15 H30.12.15 R4.12.14

小池　雄三 H27.7.6 R1.7.6 R5.7.5

中嶋　若菜 H29.9.30 H29.9.30 R3.9.29

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　繁紀 H14.1.22 R2.1.22 R5.1.21

鈴木　洋子 R1.12.21 R1.12.21 R4.12.20

竹本　弘司 R1.10.1 R1.10.1 R4.9.30

加藤  和守 H27.4.1 H30.4.1 R3.3.31

瀧本　友子 H29.1.20 R2.1.20 R5.1.19

伊藤　昌幸 H26.7.25 R1.12.21 R4.12.20

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　多喜雄 H25.7.1 H29.7.1 R3.6.30

伊藤　勝朗 H22.10.1 H30.10.1 R4.9.30

柴田　利勝 R2.5.12 R2.5.12 R5.4.30

監査委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和２年１２月２４日現在

教育委員会委員（任期４年）

固定資産評価審査委員会委員（任期３年）

－24－
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氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

上川　和子 H28.12.24 R2.12.24 R6.12.23

佐野　嘉崇 R2.12.24 R2.12.24 R6.12.23

戸田　千里 H28.12.24 R2.12.24 R6.12.23

井上　順子 R2.12.24 R2.12.24 R6.12.23

人権擁護委員（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

大橋　久美子 H10.3.1 H31.4.1 R4.3.31

野田　真澄 H17.7.1 R2.10.1 R5.9.30

伊藤　良三 H18.10.1 H30.10.1 R3.9.30

加藤　光昭 H29.4.1 R2.4.1 R5.3.31

畔栁　俊雄 H20.4.1 R2.4.1 R5.3.31

矢野　友子 H22.4.1 H31.4.1 R4.3.31

藤本　明伸 H22.7.1 R1.10.1 R4.9.30

今井　順子 H23.7.1 R2.10.1 R5.9.30

中島　富士子 H24.10.1 H30.10.1 R3.9.30

横江　俊次 H25.4.1 H31.4.1 R4.3.31

髙島　惠子 H27.10.1 H30.10.1 R3.9.30

副市長（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

青山　一郎 H27.6.16 R1.6.16 R5.6.15

教育長（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

横山　彰 H31.2.20 R1.10.1 R4.9.30

選挙管理委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和２年１２月２４日現在
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氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

伊藤　泉 R2.7.20 R2.7.20 R5.7.19

小澤　早由里 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

加藤　卓夫 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

髙島　八十三 R2.7.20 R2.7.20 R5.7.19

加藤　安清 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

加藤　隆晴 R2.7.20 R2.7.20 R5.7.19

作石　正太郎 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

武田　晴光 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

藤井　義廣 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

松原　清 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

伊藤　憲昭 R2.7.20 R2.7.20 R5.7.19

横道　厚子 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

農業委員会委員（任期３年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和２年１２月２４日現在
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